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1111．．．．野洲野洲野洲野洲のののの財政見通財政見通財政見通財政見通しがしがしがしが、、、、ずっとずっとずっとずっと赤字赤字赤字赤字でででで推計推計推計推計されているされているされているされているとととと聞聞聞聞きまきまきまきましたしたしたしたがががが大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫？？？？    

参考までに、周辺各市（大津・草津・守山・近江八幡・湖南）の「中（長）期財

政見通し」を並べたところ、本市の推計段階と同じ「現状投影の推計」においては、

全市で『マイナス収支』となっています。（次の表） 

○各市の「中・長期財政見通し」について （単位：百万円）

H27 H28 H29 H30 H31 推計実施年月
大津市 ▲ 6,093 ▲ 6,095 ▲ 5,854 ▲ 7,429 ▲ 6,425 H26.10
草津市 --- ▲ 1,545 ▲ 907 ▲ 534 --- H27.10
守山市 ▲ 691 ▲ 717 ▲ 1,027 ▲ 1,203 ▲ 1,285 H26.10
近江八幡市 --- ▲ 291 ▲ 1,233 ▲ 2,458 --- H27
湖南市 ▲ 399 ▲ 280 ▲ 452 ▲ 507 ▲ 1,001 H26.12
野洲市 --- ▲ 860 ▲ 443 ▲ 335 ▲ 237 H27.11

*各市のホームページに掲示されている中で最新のデータから転記

 このように、自治体の「中（長）期財政見通し」とは、今後の予算編成の際の事

業選択や事業経費の精査がどの程度必要かを示すための推計であり、資料の性格

上、ここでの「赤字」は政策判断の最終要件とはならないものです。 

実際、過去においても同様に赤字の中期見通しを毎年立ててきましたが、実際

の財政運用においては、経費等の支出も収入の確保対策も厳正に運用されるほか、

国等の制度を可能な限り有効活用することで、毎年 3 億～4 億程度の黒字を達成

しています。さらに、平成 23年度以降は財政調整基金（市の貯金）を蓄えてきて

おり、平成 27年度末には約 20億円まで回復させています。 

 

2222．．．．建築単価建築単価建築単価建築単価がががが今今今今よりよりよりより高騰高騰高騰高騰するするするする可能性可能性可能性可能性があるとがあるとがあるとがあると聞聞聞聞きまきまきまきましたしたしたしたがががが大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫？？？？    

仮に、建築単価が今の計画で見込んでいる 360 千円/㎡より２割上って 432 千

円/㎡となり、かつ交付税の基準額が 360 千円/㎡のままであった場合、各年度

で増える市の一般会計の負担は、元金償還に対する部分で約 17,910 千円と計算

されます（30 年の元金均等償還方式）。この額は野洲市の財政で十分対応が可

能な額です。 

○２割増の場合 

� ＠360 千円×２割＝＠72千円/㎡ 

×（建築床面積）14,925 ㎡ ＝ 1,074,600 千円（上昇する建築工事費） 

� 1,074,600 千円（上昇する建築工事費） 

÷30 年償還 ＝ 35,820 千円（１年に増える償還額） 

� 35,820 千円（１年に増える償還額） 

       ×1/2（一般会計からの法定繰入割合） ＝ 17,910 千円  
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○H28.2 月議会政風会からの代表質問で指摘があった他病院の状況 

  

 

3333．．．．県県県県がががが起債起債起債起債にににに同意同意同意同意しないしないしないしない？？？？国国国国がががが交付税交付税交付税交付税をををを措置措置措置措置しないとしないとしないとしないと聞聞聞聞きましたがきましたがきましたがきましたが大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫？？？？        

 平成 26 年度の後半以降に、市民病院整備に係る起債同意や地方交付税措置がな

されない、などといった情報が拡散されました。 

 しかしこれら一連の情報は、病院の収支見込が不成立、又は 15 年間赤字とされ

た未精査の基本計画がベースになっているほか、それを基準に実施された県担当

職員の発言や当時の市担当部からの説明に、正確性を欠いたり事実を誤認した内

容があったために発生したことが今年度に入ってからの調査・確認で明らかにな

っていることから、懸念はありません。（次頁表）  

病院名 
計画 

病床数 
計画新築面積 

着工 

予定 
現在の状況 当該市確認事項 

熊本市

民病院 

470 床 34,540 ㎡ H27.4 白紙撤回 ・単価上昇のほか、現地建替えに

よる診療機能維持に係る費用、

除却後の地盤改良に係る費用が

想定以上に必要となったことが

要因。 

・また、病院の経営状況の合理化

が予定通り進まず、新築後の起

債償還も困難と判断された。 

・凍結後、さらに白紙に戻し、県

の医療構想と併せてゼロから検

討する。 

浜松医

療ｾﾝﾀｰ 

420 床 38,000 ㎡ H31.4 基本設計

事業者選

定 

・計画の延期はしておらず、計画

どおりの推進を目指している

が、発注方式の検討等による価

格抑制は必要。 

・単価上昇の課題もあるが、改築

後、起債償還に耐えうる病院経

営の改善が進んでいないことな

どの複合的な理由で、市議会が

附帯決議されたもの。 

岡谷市

民病院 

295 床 22,424 ㎡ H25.8 H27.8 

完成 

・工事に要する職人の確保が進ま

ず、3ヶ月程度工期が延びたが

完成 
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（1）市民・市議会の不安・懸念に繋がった主な事項に対する事実確認結果 

説明期日 説明機会 確認事項 結論としての説明 

H27.4.23 於： 

《都市基盤

整備特別委

員会》 

【県】（H27.4.13 県健康福祉部次長

_直接確認_結果） 

・評価委員会で交付税が出ないとい

ったのは、いわゆる病院事業債の

「特別分」のことを言ったまでと

の旨 

・評価委員会委員としての

県次長の「交付税が出な

い」という発言は、病院

事業債「特別分」の対象

にはならない、という意

味であった。 

H27.7.15 於： 

《市議会全

員協議会》 

【県】（H27.5.13 県市町振興課_直接

確認_結果） 

・県が市から受けていたのは、1 回

目の「不成立」の収支見通しだっ

たので、その内容に基づいて国が

意見を出したまでとの旨 

・公立病院改革の期間は 5 年程度で

あるので、交付税措置が認められ

るために「16 年では厳しいのでは

ないか」と、総務省ヒアリングの

中で県が聞いたことを市に伝え

たまでとの旨 

・交付税の額は制度変更の影響を受

ける。又、「行革努力分」を交付税

に反映するしくみがあるため、病

院事業で職員数が増加すると、相

対的に算定額にマイナス作用す

るということを説明したまでと

の旨 

・市町振興課の見解、総務

省ヒアリングの結果と

して、何回も示唆された

「交付税が措置されな

い」ということは、 

� 16 年目から黒字の推計

を基準にしたもの。 

� 交付税のしくみは毎年

変るので恒久財源とし

て認識すべきでないと

いうこと。 

 

・病院事業による交付税

が、行革努力分で「相殺」

され 0 になることは、 

� 事実ではなく、「マイ

ナス作用する」という

こと。（次項（2）） 

 

（2）病院事業実施による交付税のいわゆる「行革努力分」の減額見込額の推計 

上記（1）の通り、「相対的に算定額にマイナス作用するということを説明したのみ」

という県担当者の釈明のとおり、「相殺」され 0になることは事実でないことを確認し

ている。 

今回入念的に、本市の交付税全体額への影響を試算した。結果、その影響はピーク時

で年△43百万円程度であり、本市の交付税の歳入規模（H28当初予算案額 2,218百万

円）の 2％以下であった。 

○ 普通交付税のいわゆる「行革努力分」のマイナス額の試算 

 １.減額期間 ･･･開院３年目（H34 年度）～ 開院２２年目（H53 年度） 

 ２.減額規模 ･･･4300 万円（H38～H49）～ 最小 1700 万円（H34、H53） 

 ３.イメージ  

 

 

減額期間

H34H34H34H34：：：：
1700万円1700万円1700万円1700万円

H38H38H38H38：：：：
4300万円4300万円4300万円4300万円

H49H49H49H49：：：：
4300万円4300万円4300万円4300万円

H53H53H53H53：：：：
1700万円1700万円1700万円1700万円
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4444．．．．妓王井川妓王井川妓王井川妓王井川のののの浸水浸水浸水浸水リスクリスクリスクリスク対策対策対策対策についてについてについてについてのののの市市市市のののの方向方向方向方向はははは？？？？    

妓王井川は滋賀県管理の一級河川です。未改修のままで流域の市街地開発が進められ

てきたため、時間雨量 30mm で滋賀銀行前の交差点が冠水します。かつて時間雨量 30mm の

雨は３～５年に一度程度でしたが、近年は異常気象でその頻度が増すとともに、50mm を

越す雨も珍しくなくなってきています。 

このため、山仲市政以降、早期の抜本的な改修について県に強く働き掛けました。しか

しこの改修に関しては、妓王井川の下流で水を受ける一級河川童子川先線改修を巡って、

平成 12 年に当時の県と町との間で不可解な取り決めが行われていました。本来は、県が

責任を持って行うべき童子川先線改修を町が行うとの取決めで、おのずから、妓王井川

の改修も町が実施するとの確約になってしまっていました。 

現在はこれを覆しており、両河川の改修に県が責任を持って取り組む姿勢であるほか、

童子川に関しては上流への改修が進んでいます。また、市でもこれと呼応して、雨水幹線

事業を計画的に進めています。これにより、市三宅・四つ家地先の治水安全度が高まると

ともに、最終的には祇王井川への雨水流入負荷が削減され安全度が高まります。 

いずれにしても、これまで放置されていた課題であることから、中期的な視点での対応

が求められる事業と、一定のスピード感を要する事業とを整理したうえで、的確に対応

していきたいと考えています。 

 

5555.... 駅前駅前駅前駅前のののの交通混雑交通混雑交通混雑交通混雑がががが悪化悪化悪化悪化するのではないかとするのではないかとするのではないかとするのではないかと不安不安不安不安ですがですがですがですが大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫？？？？    

（1）現野洲病院に係る車両混雑の状況確認結果 

現在の朝の野洲駅前の交通混雑が、市民病院を駅前に立地させることでさらに悪化す

るのではないか、という意見があるため、野洲病院に入構する全車両台数を時間別に調

査しました（平成 28年 2月 22日（月））。その結果、野洲病院（外来受付開始 8:00、

診療開始 9:00）の来訪車両数は 8:40頃から増え始め、9:00頃に敷地内・外の駐車場が

満車となったあと、11:00頃までピークが続くことが確認されました。 

なお、調査した際に合わせて確認されたこととして、9:00前には敷地内駐車場が満車

となったあと、9:00過ぎには野洲中央線を挟んだ向かい側の駐車場も満車となり、駐車

可能な駐車場は郵便局横の駐車場のみとなりました。そのため満車の駐車場に入れず路

上で後退する車、駐車場へ入庫するため右折待ちをする車、患者を路上で降車させる車

が増え、交通混乱を引き起こしていました。又、向かいの駐車場に駐車した患者の多く

が、渋滞中の車の隙間を縫うように野洲中央線を横断して病院玄関に入られており、交

通事故を招きかねない危険な状況となっていました。 

 

（2）停車場線～駅前広場に進入する車両混雑の状況確認結果 

一方、野洲駅南口広場に入場する車両（バス含む）の混雑状況も確認しました（平成

28 年 2 月 23 日（火））。その結果、駅前広場に入ってくる車両のピークは 7:00～8:00

の間であり、駅・病院の両施設の利用車両は重複しないことが確認されました。 

なお、市民病院を利用する車両の動線は下水門線からの予定であり（P8配置図参照）、

そもそも市民病院の設置によって駅前の渋滞が悪化することはありません。 
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○ 駅前停車場線(H28.2/29_ＡＭ8：30頃)の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  駅前停車場線 AM8:30 

月曜日、天候は雪。AM8:30には停車場線の混雑は解消している。 

一方、野洲中央線は依然混雑していることから同時刻、市内の交通量自体は一定以上であった

ことが確認できる。 

駅前停車場線 AM8:30 

野洲中央線（市役所前/東西）AM8:35 
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6666.... 立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場のののの整備整備整備整備スペースがスペースがスペースがスペースが狭狭狭狭くくくく、、、、文化施設文化施設文化施設文化施設のののの駐車駐車駐車駐車をををを確保確保確保確保できなくなるできなくなるできなくなるできなくなるとととと聞聞聞聞きましたがきましたがきましたがきましたが

大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫？？？？    

（1）立体駐車場の整備スペースの充分さ 

立体駐車場の整備場所は、今市の職員に供している暫定駐車場用地・約 2,400 ㎡を予

定しており、敷地の広さとしては計画している 250台規模（3層 4段、建坪 2,018㎡）

の駐車場施設の整備は十分可能です。 
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（2）文化施設等を含め駅周辺の公共施設利用車両の駐車台数確保の状況 

①外来 120台＋②その他 177台＋③医師/夜勤 73台で計 250台が立体駐車場を利用

し、残る④病院職員 60台は現野洲病院敷地等の区域外を利用するという想定をしてい

ます。 

また、立体駐車場の①外来患者分 120 台は平日の午前中のみであることから、立体

駐車場を整備することで、現在の大規模ホール事業等実施時における駐車場不足は、曜

日差・時間差利用が可能なことから、今より改善されます（⑤）。 

 

 駅前周辺 それ以外 

病院利用者 
①①①①立体：120 台（外来） 

②②②②立体：57台（その他*） 
－ 

病院職員 ③③③③立体：73台（医師/夜勤） ④④④④60台 

文化ホール等利用者 

平面（現大ホール前）：99 台 

⑤⑤⑤⑤立体：120 台 

   →①と時間差で対応可 

－ 

          （53台/その他*）とは、健診、公用車、入院見舞い等 

 

 

7777....    病院運営病院運営病院運営病院運営がががが赤字赤字赤字赤字になるとになるとになるとになると多額多額多額多額のののの赤字補填赤字補填赤字補填赤字補填がががが必要必要必要必要だとだとだとだと聞聞聞聞きましたがきましたがきましたがきましたが大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫？？？？    

公立病院の経営が悪化し、財政赤字の元凶と評されるようになった要因は、一般的に、

平成１６年の「新医師臨床研修制度」による医師派遣の減少と平成１８年の診療報酬の

引下げによるものといわれています。しかしその後、平成１９年の第一次公立病院改革

ガイドラインに基づく取組の推進や、各地域で病診・病病連携が推進されたこと等によ

り、平成２０年度９５％であった自治体立病院の経常収支比率の平均値は平成２５年度

９９％にまで改善しています（赤字でも赤字幅が縮減している）。 

近隣の市立病院についても、同様の取組等によって平成２６年度は入院患者数がプラ

ス１３％、病床稼働率も１０％増加するなど改善が見られ、公立病院＝赤字の元凶とい

う観念は「一昔前のもの」と言えます。 

計画中の野洲市民病院は『自治体病院の新しい姿』を病院経営の理念とし、最大効率化

を図って経営することはもちろん、万一赤字が発生しても、その補填のために公費を無

節操に投入することは、透明性を保った運営と市民・議会のチェック機能が健全に機能

すれば、制度上あり得ないと考えています。 
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8888.... 病床稼働率病床稼働率病床稼働率病床稼働率のののの見込見込見込見込みがみがみがみが楽観的楽観的楽観的楽観的にににに過過過過ぎるとぎるとぎるとぎると聞聞聞聞きましたがきましたがきましたがきましたが大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫？？？？    

病床稼働率の推計については、野洲病院から平成 26 年度の全レセプト数値を入手して

疾病構造や重篤度で分類し、患者数の「基点データ」として把握することから始めまし

た。 

 患者数伸率については、厚生労働省のＨ23 疾病別患者推計データと社会保障人口問題

研究所の将来人口推計データに基づいており、さらに野洲市民のみではなく湖南圏域か

らも患者が来ることから、基点データにおける野洲市と湖南圏域他市からの患者の構成

割合を疾病ごと・病床機能ごとに把握し按分して再設定までして算出しています。そし

てこの疾病ごと・病床機能ごとの患者伸率を、基点データにおける当該疾病ごと・病床機

能ごとの患者数に乗じて、推計患者数を得たものです。 

なお、一般急性期と地域包括ケア病床の推計患者数については、これに「新病院効果」

を乗じるとともに、平均在院日数の減少（ﾏｲﾅｽ作用）を考慮することも怠っていません。 

平易に申し上げますと、開院後少なくとも 15 年間は、野洲市や周辺の湖南地域で、相

当数の高齢者が増え、罹患者は国の抑制策が講じられてもいや応なしに増えるという推

計が公的なものとしてあるということです。逆説的に申し上げると、それほど伸びるか

ら、市民の医療の確保は重要ということです。 

 

*「基本計画精査結果報告書」より 
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9999．．．．駅前駅前駅前駅前にににに決決決決まったまったまったまった経過経過経過経過はははは？？？？なぜなぜなぜなぜ市立病院市立病院市立病院市立病院なのなのなのなの？？？？    

①  平成 22 年に、それまでアサヒビール㈱の所有地であった土地を市で買わないかと

打診がありました。市は、市民懇談会や市議会で検討をいただき、買わない場合は民

間による開発がなされるため、市民が将来にわたって利用するため今買うべきだ、と

する結論を得ました。そして約 12 億 5000 万円を投じて「市民活動拠点施設用地」（市

民のための施設整備のための市有地・大まかな目的）として、議会の全会一致を以っ

て取得しました。 

②  その頃（H23.4）野洲病院から、施設の耐震ができていない、大型医療機器が計画的

に更新できないので、市で施設と大型機器を整備して野洲病院に渡してほしい、とす

る提案がありました。市は、市内に病院がこれからも要るか要らないか、ということ

から検討を始め、民間の野洲病院を包括的に支援（建てて渡す）することは順法的に

難しいので、結果、市立病院として移転整備する必要があると判断しました。 

③  そこで、すでに市民のための用地として確保が決定した駅前の土地があり新規取得

の必要がないこと、高齢者など十分な交通手段を持たない人でも市内全域からアクセ

スできる場所であること、京阪神に居住する医師やスタッフの確保にも有利とする判

断を専門家から得ていること、患者確保という点で経営上も有利であることなどから、

場所は駅前の市有地にしました。〔効率性・合理性・経済性・福祉的視点〕 

④  また、今後のまちづくりの方向を考えても、駅前（市街地）という場所は、公共施

設の集積を図り市民の財産として広く活用されるべき場所であると考えられていま

す（『コンパクトシティー』）。市では野洲駅南口周辺整備構想において、市立病院と

ともに交流・商業施設や広場など、市民が広く活用できる施設の整備を図り、病院を

核施設に、にぎわいを確保する計画です。〔まちの発展性・市民性・政策的視点〕 

 

10101010．．．．今今今今のののの野洲病院野洲病院野洲病院野洲病院をををを耐震改修耐震改修耐震改修耐震改修するかするかするかするか、、、、現地現地現地現地でででで新築新築新築新築してしてしてして市立病院市立病院市立病院市立病院にしたらいいにしたらいいにしたらいいにしたらいいとととと聞聞聞聞きますがきますがきますがきますが？？？？    

 平成 28 年 2 月に専門の医療コンサルタント事業者に委託して実施した「野洲病院支援

継続可能性調査」の結果、現の野洲病院の施設を耐震補強・大規模改修して将来的に使う

可能性に係る総合的な所見として、次のように示されています。その他、施設性能の調査

結果等は、12 ページ～16 ページのとおりです。 

「本建物では、各所で経年劣化が見られ、躯体の老朽化、仕上げ材の劣化、設備機器の劣

化、能力不足が顕著である。特に重要視するものは、建物の耐震性能が低く、耐震補強を

必要とするが、病院建物の性格上、補修工事が極めて困難な点である。以上の状況から、

医療機関としての継続を前提とした場合、移転建て替えによる全面的更新が必要とな

る。」 

さらに、この可能性調査結果について検証を行った第三者機関「野洲病院支援継続可能

性評価委員会※」からは、17 ページのような提言を得ています。 

（※委員長：京都大学大学院_医学研究科医療経済分野教授_今中雄一氏、委員 1：立命館大学理工学部教授

_及川清明氏、委員 2：弁護士_原田未央子、委員 3：公認会計士・税理士_田中正志氏） 

  



7-12 
 

「野洲病院支援継続可能性調査」結果（平成 28 年 2 月 15 日 ㈱病院システム） 

調査結果 
1) ഠᄺ化調査結果 
①ᐚ৬のഠᄺ化 
平成１ڲফの耐震診断結果ではコンクজートについてはଐい状態である事が報告され、外壁のクラッ

ク（ひび割れ）についても、現在ほどのクラックの発生は報告されていないが、その後 12 ফのফ月が
৽ૌしており、外壁にも多くのクラックが現れてきている。このクラックへの雨水等の侵入の跡も偶ৄ
でき、コンクজートの物৶的༄化とともに化৾的༄化（アルढ़জ性から中性化によりள傶のྂ食）が想
定される。（写真参照）。 
今後、クラックからのさらなる雨水侵入により、ள傶のྂ食（⍎）にコンクজートの「ೌຝ現」（クラ
ックのఁ大とள傶ఢఈのコンクজートのጒ）が生じてくることも想される。 
 
 
 
 
 
 
 
②லऑ౫、設のഠᄺ化  

部分的な改修工事は必要に応じた時期に実施されているが大規模な修繕工事は実施されていない。
ሇし平成１１ফにਨ館をੜ傀した時にੜ傀に伴うใ存棟の部分的な修繕、ம続部分の改修は実施され
ていた。 

給จଦଵ（ྗଵ）が各所で水をକこし、その後全面的な修繕
は実施されないまま現在に至っている。また、ボイラーを含め
た౺設備等の一次ડ主要設備機器の寿命が法定耐用ফ数を௭
え、能ৡの下と共に限界となっている。また、建物的には༄化
により損傷した仕上げ、各部材の再生、再整備の投資がされて
いないので、ほぼ「限界状態」に近い。 

 

 
 
 

2 階クラックに雨水等の侵入跡 １階外壁クラック 病室の外壁からの水跡 

２台のボイラーの内１台が故障運転

休止（修理不可状態）、他の１台も

老朽化が進行中 

給湯配管（銅管）が各所
で漏水 

 
風除室天井に漏水の跡 
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２）狭隘化と患者アメニティー調査 
① 狭隘化                 

■全体面積と部門別面積についての検証（JIHA との比較） 
本ୢૣ僷建傀ੈ会による「病院の部門別面積に関するଢ଼（H20 ফ২）」の 200 床台の 5

病院平均値との面積比較をষった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
検証の結果、現病院は病床あたりの床面積は 53.3 ㎡／床であり、最近の同種同規模病院で平均値
72.4 ㎡／床と比較すると 19.1 ㎡／床の差がある。全体としては約 3,800 ㎡の差（狭隘状態）と
なっている。 

   ■ୢ法で定める施設基準に対するਂ適合性  
ୢ法で定める多床室での１床当たり必要床面積の 6.4 ㎡が確保されておらず本則上、違法状

態であるが、従前からの病室であることから緩和規定適用で免れている。 
■狭隘化と患者アメニティーの現状 
・6 床室、5 床室：病棟においては、6 床室病室や５床室病室が複数混在している状況で、ベッ

ド間隔も非常に狭く、プライバシーの確保は難しい状態となっている。 
・外来患者用トイレ：手摺は設置されているが、ハンディキャッパーへの対応には洋式トイレ

ٔ手摺の設置がましく、ஂஃのためのスペースもਂଌしている。 
・浴室の数と同時入浴：病棟での患者用浴槽設備は、機械浴１か所と、一般浴１か所のみなの

で、大浴室に複数人同時入浴をষっている。（最近の病院ではプライバシーや感偦等のଦ傼か
ら浴が主である）。 

・生৶機能検査 ：大部ોをढ़ーテンで区જりੱਗ਼検査など同時に複数の患者の検査を実施
しているので、他の患者の検査上の会話などが洩れてしまう。 

病棟部 外来部 診療部 供給部 管理部 共用部 全体面積
野洲病院 21.6 5.7 9.2 5.4 5.0 5.9 53.3 ㎡／床
JIHA同規模病院 28.3 5.3 11.4 8.7 6.5 12.2 72.4 ㎡／床

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

病棟部 外来部 診部 供給部 ଵ৶部 共用部 全体面積

（㎡／1床） 部門別面積構成比
野洲病院 JIHA同規模病院
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② 患者ଌ২調査結果（2011） 

１１ফに実施した「患者ଌ২調査」において施設面では以下の儅目がਹ用者から指摘されڬڮ
ている。（アンケートでは 426 件の回答を頂いており、その中から施設面への主な回答を以下に抜
粋） 
〔院内の環境について〕 
・ 「トイレの臭いが気になる。芳香剤が柑橘系の鼻につく臭いである 
・ 「玄関入口近くにちょっと座れる椅子が欲しい」 
・ 「11 月後にしては૬調がい、待ち時間に体が偭える。્に中待合室がい」 
・ 「入院された人に聞いたのですが、新幹線の音で寝られなかったそうです」 
〔プライバシーについて〕 
・ 診察室での会話が次に待っている人に聞こえる場合がある。 
・ 「ロビーで患者のౙੲを聞くのはਂሓ儜。室で話すとか৩の気ଦりが必要では」 
〔その他〕 
・ 「場がないのでମ体障૩者をੇఔにっていると、合がபかった」 
・ 「自転置場が狭い」 
・ 「入院時、ৢଡ଼が大رしいのにびっくりした。ॅったりとした気ちがせずイライラし

た」 
・ 「軽食できるスペースが欲しい（コンビニで買った物を食べたり）」  
 
③③③③  ୢజহ者の௮ऌृघऔについて 

〔ૣਹௐ生施設・スタッইアメニティー〕 
 ・多くの病院で್えるもので、本院が્別ということではないが面積の狭隘化で、৩のૣਹௐ生面

の施設（ಌ衣室、仮༒室、೬ህ室、書室、ଢ଼修室、僂傾など）がਂે分で、৩にとってもྟৡ
ある施設がまれているઆ今の他病院に比べると༄るものとなる。 

〔効૨的線・部門ଦ置〕 
   ・ੜ改傀を繰り返すことで、必ே的に出現することとなるが、部門間の線がশくなりスタッইの

効૨的なষの障૩になることが多い。本院においても同様のことが言える。 
 
 
 

生৶機能検査室 
6 床･5 床室 外来患者トイレ 浴槽 
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３）安全性（耐震性・その他） 
① 耐震診断結果（災害への安全性） 

新耐震基準前に設計された東館について、平成 16 ফ 12 月から平成 17 ফ 3 月に実施された耐震
診断の結果（別紙-5 参照）、以下の報告がされている。 

【東館耐震診断、診断結果】IS 値：目標値 0.6 以上 
 1 階 2 階 3 階 4 階 5 階 6 階 

X 方向 0.605 0.414 0.388 0.586 0.707 1.788 
Y 方向 0.766 0.538 0.766 0.878 1.044 0.542 

X 方向（ᐈষ方向）、Y 方向（ᅡ間方向）共に、部分的に耐震要ಞは存在し、耐震性能を有する階も
あるが、中間階、下階部分では所要の耐震判定値（IS 値：0.6）を下回る階が各方向（ᐈষ方向・ᅡ
間方向）共に存在する。よって耐震補強が必要となるが、X 方向（ᐈষ方向）では、一部外壁部分は
僗ちᅡ式（別紙-10）になっており、躯体架構は室内部分に有り、補強壁等が室内部に設置され
ることになり、補強後のો内ਹ用に制約が生じる。また、建物用ಥの性格を考傼すると、建物ਹ用を
継続しながら、補強工事を施工することが非常に困難であると思われる。 

（注：何処をどの様に補強するかについて、具体的に検討するには「耐震補強設計」を実施 
する必要があるが、当時の補強工事費ৄ積もりで、ڲの費用が児かることがંされている）  
 

② 安全性（施設面） 
安全性については、建物の偽ᄺ化に合わせੜশする性格をもつ。 
本調査で偶ৄできたものは 
・病棟廊下のスロープ：病棟の 3 階・4 階の廊下の一部にスロープが設け

られており椅子やড०ンのにౙ傼している。 
・浴室脱衣室に床段差：ਨ館 5 階浴室の脱衣室に床段差があり、転倒等の

原因となる。 
・放射線部門の水事故：放射線部門内の複数所にଠ੩からの水跡が

ৄられ、放射線機器への水事故の危૫性がある。 
・ボイラーの寿命：2 台あるボイラーの１台がઈ転೬止状態で、修৶もਂ

可能な状態であった。他の 1 台が故障した場合は大きな影響が危惧され
る。 

・エレベーター乗り場：防火・防煙区画が未整備など、これらは、患者の
ষ面、ਜの効૨化を࿉げることによるୢ安全確保の面において多
くの問題点がある。 

ଫ急な改善をষいたいところであるが、建物の構造的な部分にକ因す
ることから、工事自体が困難な状況である。 

 
施設改修の可能性検討（ハード面からの検討） 

 既存東館を耐震補強・修繕して使い続ける可能性について 
・ 平成 16 ফ২にষった新耐震診断の結果報告より、東館は耐震性能をたしておらず、耐震補強
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をするためには、建物外部の耐震補強方法だけではਂે分で、中間階・下階の建物内部構造の補
強の必要性が提言されている。 

・ 具体的な耐震補強設計は実施されていないので、具体的方法を前提とした検討は出来ないが、建
物内部の兀・ᅡのইレーを耐震壁や構造ঈレース等での補強をষうため、工事をするためには
工事部分の機能を一時的に停止する必要が伴う。 

・ 東館の中間階・下層階は「病棟」「手術部門」「エネルギー部門」そして 1 階には「厨房・放射線
部門・生৶機能検査部門」等がଦ置されており、これらの機能を一時的に停止する事は現実的に
は難しい。 

・ 補強工事は全体を同時に進める方法とゾーン毎順次進める方法が考えられるが、躯体補強の工事
となるので、工事ゾーンのๆம౾室や上下階の౾室に対しても「音・ஷ」の影響は大きい事
が想され、工事ゾーン以外でも現実的なୢষನは難しくなる事が想される。 

・ 工事のನに「仮設建物を建て」工事エজアを૬にして工事をষう方法もあるが、東館は「手術部
門」「エネルギー部門」「厨房・他」の病院の中ᆏ機能であり、仮設建物対応は投資想সપも含
め現実的ではない。 

・ さらに、耐震性能だけでなく、今回の調査で明らか（以前からの指摘もあったが）になった各
部・各所の༄化状態、設備機器の偽ᄺ化による各部分のಌ新・り換えは、急性期ୢを૿う
儽ୠの中றୢ機関施設としての継続性を考傼すると、前回の改修工事から約 20 ফが৽ૌして
いることから、全館的な大規模修繕となり、工事費はおおむね 14 （東館・ਧ館改修工事費
の建物৽ফ数によるਜ਼面積当たりফ間改修費用を用い計算：別紙-11）を超えると想定され
る。なお、仕上げ材だけの工事を実施した場合でも、稼働中の病院であることから、工事範囲
の細分化による順送り工事の繰り返しによって工事期間は概ね 2 ফを超える工事期間が想定さ
れる。また、東館の耐震工事も困難であることから、大規模改修のみでは必要とされる抜本的
な施設機能の改善は達成できない。 
 

施設性能についての়ਚৄ 
本建物では、各所で৽ফ༄化がৄられ、躯体の偽ᄺ化、仕上げ材の༄化、設備機器の༄化、能ৡ

ਂଌがႀ兆である。્に要ଳするものは、建物の耐震性能がく、耐震補強を必要とするが、病
院建物の性格上、補修工事が極めて困難な点である。 

以上の状況から、ୢ機関としての継続を前提とした場合、転建て替えによる全面的ಌ新が必
要となる。 
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「野洲病院支援継続可能性評価委員会」提言（平成 28 年 3 月 14 日） 

《委員会の検証･評価》3）野洲病院の施設（建物、機器等）性能について 
・偽ᄺ化とともに、耐震対ੁを施しても厳しい現状が、調査結果から非常によく৶ੰでき

た。偽ᄺ化については報告書のとおりੳめるところである。狭隘性についても、今で
は一床当りに換算した延床面積は 70 ㎡が一般的であることから、今の野洲病院の 52.5
㎡は確かに時代から児けれているものと考える。 

・病室の面積は、現在のୢ法施ষ規則によると一床当り 6.4 ㎡以上が求められているが、
現状、緩和規定が適用されている状況にある。今の時代の施設基準を考えると、機能的
に限界であろうことがうかがわれ、仮に存続したとしても、患者のアメニティーは確保
できにくい状況であると考える。また、場を含めて 6,578 ㎡という敷地面積を考え
ると、外部૬間の௹かさにもୖ題をৄਭける。１床当たり病室面積もない上、建て僒
まり感があるという状態は、アメニティーの確保や緊急時の安全面でも非常に厳しい環
境といえる。 

・建物は各所で狭隘さ、偽ᄺ化がႀ兆であるとৄਭける。્にೣ和５ڲফに建傀された東
館は、「手術室」「病棟」「放射線･生৶機能検査部門」「厨房」等、病院のコア機能がଦ置
されているにもかかわらず耐震性能をたしていない。耐震補強を必要とするが、耐ৡ
壁等耐震化を具体化させる上で、病院建物の構造上の制約が多いことや、稼働しながら
の耐震補強工事についても、病院の性格上、施工が極めて困難であると判断する。その
ため、建て替えが必要であるが、制約の多い現在地での建替えは非常に困難で、敷地の
ఁ大も極めて困難であることから、ୢ機関としての継続を前提とした場合、転建て
替えによる全面的ಌ新に傟らकるを੭ないものと考える。 

・今後、仮に調査報告書にある費用（14 ）を児けて修繕をষっても、狭隘性はੰさ
れず、耐震化もできないということでは、実施について将来的な効果があるとは言い難
い。 

・仮に耐震工事や修繕工事をষった場合、その間のୢ機能はちることから、それを補
うコストも必要になると考えられる。 

・場も分偶して兎もれており、ৢষ安全性から考えても問題があると考える。 
・総合的に施設面ではかなりの問題を有しているものと判断する。 

 


